
 

長野県教育委員会事務局及び学校以外の教育機関の組織に関する規則の 

一部を改正する規則案について 

 

教 育 総 務 課 

 

１ 改正の趣旨 

県の組織改正及び教育機関に係る条例の一部改正等に伴い、所要の改正を行う。 

 

２ 改正の概要 

（１）県の組織改正により、県短期大学付属幼稚園に関する事務について総務部長に 

補助執行させることに伴い、教育総務課の分掌事務について、所要の改正を行う。 
 

（２）公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正 

に伴い、義務教育課、特別支援教育課及び教育事務所学校教育課の分掌事務のう 

ち、学級編制に関する規定について、所要の改正を行う。 
 

（３）長野県総合教育センター設置条例の一部改正等に伴い、総合教育センターに関 

する規定について、所要の改正を行う。 
 

（４）長野県立歴史館条例の一部改正に伴い、歴史館協議会に関する規定を加える。 
 

（５）長野県山岳総合センター設置条例の一部改正に伴い、山岳総合センターに関す 

る規定について、所要の改正を行う。 

 

３ 施行期日 

平成24年４月１日 

 

 


